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前 文 

 

この計画は、国土利用計画法（昭和49年法律第92号）第７条の規定に基づき、

愛媛県の区域における国土（以下「県土」という。）の利用に関し必要な事項

について定める計画（以下「愛媛県計画」という。）であり、全国の区域につ

いて定める国土の利用に関する計画及び県内の市町がその区域について定める

国土の利用に関する計画（以下「市町計画」という。）とともに同法第４条の

国土利用計画を構成し、県土の利用に関しては、県の諸計画の基本となるとと

もに、市町計画及び愛媛県土地利用基本計画の基本となるものである。 
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 １ 県土の利用に関する基本構想 

 

（１）県土利用の基本方針  

 

 ア 基本理念 

   県土の利用は、県土が現在及び将来における県民のための限られた資源

であるとともに、生活及び生産を通ずる諸活動の共通の基盤であることを

考慮して、公共の福祉を優先させ、自然環境の保全を図りつつ、地域の自

然的、社会的、経済的及び文化的条件に配意し、健康で文化的な生活環境

の確保と県土の均衡ある発展を図ることを基本理念として、総合的かつ計

画的に行われなければならない。 

 

 イ 県土の特性  

   本県は、東西240km、南北26～80km の細長い地形であり、総面積は、5,676

㎢で、全国の1.5％、四国の30％を占めている。海岸線は、瀬戸内海国立公

園及び足摺宇和海国立公園を含み、その長さは、1,703km と全国第５位で、

沿岸には大小391もの島々が点在し、すばらしい景観を呈している。 

県土は、古くから３区域に分かれており、高縄山脈以東を東予、石鎚山

脈以南を南予、その二つの山脈の間を中予と呼び、それぞれ地域性のある

風土を形成している。陸地部は、国定公園を形成している西日本最高峰の

石鎚山（1,982ｍ）を主軸にした石鎚山脈が瀬戸内海側に傾斜して東西に走

り、峻
しゅん

険な山岳丘陵が連なり、また、東予臨海部には道前平野が、中予に

は松山市を中心とした道後平野が広がっている。南予は、平たん部に乏し

く、大洲、宇和、三間等の盆地が点在している。 

本県は、このように自然条件や社会的条件が異なる多様な特性を持つ地

域から成り立っていることから、本計画では、一体的な地域づくりを推進

する圏域として東予、中予、南予の３地域を設定している。 

本県においては、これらの地域で育まれてきた特性を踏まえ、それらを

結び付け、新しい活力を創り出すことで、各地域が、機能分担を進める中

で相互に補完し、連携・協調しながら、多様性を基調とした、県土の均衡

ある発展を図ることが必要である。 

このため、県土の利用に当たっては、この本県の歩むべき方向に向け、

積極的な対応を図る。 

 

 ウ 県土利用をめぐる基本的条件の変化と課題  

   今後の県土の利用を計画するに当たっては、県土利用をめぐる次のよう

な基本的条件の変化と課題を考慮する必要がある。 
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  (ｱ) 人口減少・高齢化等を背景とした県土の管理水準の悪化と地域社会の衰退 

    本県の国勢調査による総人口は、1985年の153万人をピークに減少に転

じ、2020年には1985年よりも20万人減の133万5千人となり、このまま推

移すると、2040年には105万9千人、2060年には78万4千人になると推計し

ている。このような人口減少や超少子高齢化の本格的な進展による人口

動態の変化は、土地需要の減少のみならず、県土の利用や管理に大きな

影響を与える。 

    都市部では、市街地の人口密度の低下や中心市街地の空洞化が進行す

るとともに、所有者不明土地等の低未利用土地や空き家等が増加してお

り、土地利用効率の低下や管理水準の低下が懸念される。また、食料の

海外依存リスクが高まるなか、農山漁村では、農地管理の担い手減少に

よる農地等の管理水準の低下や荒廃農地の増加も懸念される。森林にお

いては、必要な施業が行われないことにより、土砂災害防止や水源かん

養、木材生産等の機能低下を招き、県土の保全や水循環、木材の安定供

給等にも大きな影響を与えるおそれがある。 

    これらの問題は、既にその多くが顕在化しているが、対策を怠れば、

今後、ますます状況が悪化し、県土の管理水準の悪化による周辺地域へ

の悪影響の発生や非効率な土地利用の増大による地域社会の衰退等が懸

念されることから、本格的な人口減少社会においては、県土の適正な利

用と管理を通じて、県土を荒廃させない取組を進めていくことが重要で

ある。 

    加えて、地方創生の観点から、地域の生活や生産水準の維持・向上に

結びつく土地の有効利用・高度利用を一層、推進していくことも必要で

ある。 

 

  (ｲ) 大規模自然災害に対する脆弱性の解消と危機への対応 

    本県は、宇和海沿岸部など災害リスクの高い地域もあり、県土利用上、

災害に対して脆弱な構造となっている。津波により沿岸域に大きな被害

をもたらした東日本大震災は、県土利用の根本的な課題を県民に強く意

識させた。今後も南海トラフ地震の発生が30年以内に70％～80％程度と

高い確率で予測されているなど、甚大な被害が発生する可能性がある。 

    地球温暖化等の気候変動の影響により、極端な降水がより強く、より

頻繁に発生する可能性が非常に高くなると予測されており、風水害、土

砂災害の激甚化・頻発化が懸念される。その一方で、無降水日数も全国

的に増加することが予測されており、渇水の頻発化・長期化・深刻化も

懸念される。 

    このため、防災・減災対策の強化とともに、安全性を計画的に高めて

いく県土利用・管理への転換が急務となっている。 
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    都市においては、諸機能の集中や地下空間を含む土地の高度利用の進

展など経済社会の高度化に伴う都市型水害等に対する脆弱性の増大や、

地震時等に著しく危険な密集市街地への対応といった課題が残されてい

る。農山漁村においても、県土管理水準の低下に伴う県土保全機能の低

下が懸念されている。 

    加えて、地籍整備が遅れている地域では、土地取引の円滑化、災害復

旧の迅速化、土地の有効利用の妨げになるおそれもある。 

    安全・安心は、すべての活動の基盤であることから、従来の防災・減

災対策に加え、災害が発生しても人命を守り、経済社会が致命的なダメ

ージを受けず、被害を最小化し、速やかに復旧・復興できる県土の構築

に向けた国土強靱化の取組を県土利用・管理の点からも進めていくこと

が重要である。 

 

  (ｳ) 自然環境や景観等の悪化と新たな目標実現に向けた対応 

    地球温暖化等の気候変動や社会経済活動の拡大に伴い、良好な自然環

境の喪失・劣化とそれに伴う生物多様性の損失が続いている。 

    自然環境の悪化や生物多様性の損失は、土壌の劣化や水質の悪化、水

循環の変化、食料の安定供給、水源のかん養や県土保全など、暮らしを

支える生態系サービスに大きな影響を及ぼす。また、エネルギーの海外

依存リスクの高まりを受け、再生可能エネルギー（以下「再エネ」とい

う。）の導入促進が求められるなか、太陽光パネルや風力発電の風車の

安全面、防災面、景観や環境への影響、将来の廃棄等に対する地域の懸

念が顕在化し、地域社会との共生が課題となっている。 

    そのため、2050年カーボンニュートラルや2030年までに陸と海の30％

以上を健全な生態系として効果的に保全する「30by30目標」といった国

際公約の実現と地域課題の統合的な解決に向けて、自然を回復軌道に乗

せるため、生物多様性の損失を止め、反転させる「ネイチャーポジティ

ブ」の考えに根ざした県土利用・管理を進めていくことが重要である。 

    また、人口減少は、開発圧力の減少等を通じて空間的余裕を生み出す

側面もあるため、この機会を捉え、生物多様性の確保や自然環境の保全・

再生を進めつつ、持続可能で豊かな暮らしを実現する視点も重要である。

その際、開発後に放棄された土地は、その地域本来の生態系には戻らず

荒廃地等となる可能性があることから、自然の生態系に戻す努力が必要

となる。とりわけ、これまで人の手が入ることで良好に管理されてきた

里地里山等においては、土地への働きかけの減少により自然資源の管理

や利活用に係る知恵や技術の喪失等も懸念される。 

    さらに、これまで人と自然との関わりの中で育まれてきた景観や美し

い農山漁村の集落やまちなみ、魅力ある都市空間や水辺空間等を保全、
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再生、創出するとともに、これらを活用して地域の魅力を高めることは、

世界に誇る美しい自然と多彩な文化を育む個性豊かな県土を将来世代へ

継承する観点からも重要である。 

    これらの（ア）～（ウ）に共通して、デジタルを徹底活用した官民連

携による地域課題の解決を図ることにより、豊かさを実現し、人々が安

心して住み続けられる地域づくりを進めることが必要である。 

 

 エ 県土利用の基本方針  

   未曽有の人口減少や少子高齢化の加速等を背景とした県土の管理水準の

悪化など、ウで示した県土利用をめぐる基本的条件の変化と課題を踏まえ、

①地域全体の利益を実現する最適な県土利用・管理、②土地本来の災害リ

スクを踏まえた賢い県土利用・管理、③健全な生態系の確保によりつなが

る県土利用・管理とそれらに共通する④県土利用・管理ＤＸ、⑤多様な主

体の参加と官民連携による県土利用・管理を推進し、持続可能で自然と共

生した県土利用・管理を目指す。 

 

  (ｱ) 地域全体の利益を実現する最適な県土利用・管理 

    地域全体の利益を実現する最適な県土利用・管理については、関連す

る制度を組み合わせながら、人口減少が加速するなかで、発生する低未

利用土地や空き家等の有効利用や高度利用による土地利用の効率化を図

るとともに、地域の持続性確保につながる土地利用転換といった土地利

用の最適化を進めることが重要である。 

    そこで、特に中山間地域や都市の縁辺部においては、人口減少により、

従来と同様に労力や費用をかけて土地を管理し続けることは困難になる

ことが想定されることから、地域の目指すべき将来像を見据えた上で、

優先的に維持したい農地をはじめとする土地を明確化し、放牧や計画的

な植林等により草刈りや見守り程度の粗放的な管理や最小限の管理を導

入するなど、地域の合意形成に基づき、管理方法の転換等を図る「国土

の管理構想」を基本とした市町管理構想や地域管理構想の取組を進める。

その際、市町や地域における管理構想の策定に向けた支援を推進するた

め、関係府省を含めた国と県・市町の連携による伴走型の推進体制を構

築することが重要である。 

    また、所有者不明土地等の低未利用土地の利用の円滑化や空き家の利

活用により土地利用の効率化を図るとともに、所有者不明土地の管理の

適正化や空き家の発生抑制、適切な管理、除却により周辺地域への悪影

響を防止する。 

    さらに、所有者不明土地対策と空き家対策の連携の強化など、効率的

かつ効果的な対策の充実・強化を図り、とりわけ、今後急増することが
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見込まれる高経年マンション等の対策として、マンションの管理の適正

化や再生の円滑化を進めることが重要である。 

    都市においては、地域の状況等も踏まえつつ、行政、医療・介護、福

祉、商業等の都市機能や居住を中心部や生活拠点等に集約化し、郊外へ

の市街地の無秩序な拡大を抑制する。集約化する中心部では、低未利用

土地や空き家を有効利用することなどにより、市街地の活性化と土地利

用の効率化を図る。一方、集約化する地域の外側では、低密度化が進む

ことから、これに応じた公共サービスのあり方や、公園、農地、森林等

の整備及び自然環境の再生等の新たな土地利用等を勘案しつつ、地域の

状況に応じた対応を進める。また、ひとつの地域だけで十分な機能を備

えることが難しい場合には、地域の状況を踏まえ、地域がネットワーク

で結ばれることによって必要な機能を享受する取組を進めるほか、市町

界にとらわれない柔軟なエリアをベースに、機能・役割の分担・連携を

推進する。 

    農地については、食料の安定供給に不可欠な優良農地を確保し、県土

保全等の多面的機能を持続的かつ適切に発揮させるために良好な管理を

行うとともに、農業の担い手への農地集積・集約を進めることなどを通

じて、荒廃農地の発生防止及び解消と効率的な利用を図る。森林につい

ては、森林経営管理制度を活用した経営管理の集積・集約等により、県

土の保全、水源のかん養等に重要な役割を果たす森林の整備及び保全を

進める。その際、都市における雨水の貯留・かん養の推進や農地、森林

の適切な管理など、流域の総合的かつ一体的な管理等により、効率的に

健全な水循環の維持又は回復を図る。 

    また、カーボンニュートラルの実現に向けた大規模太陽光発電設備や

風力発電設備等の再エネ施設の設置に際しては、特に、大規模太陽光発

電設備に対する将来の設備廃棄や景観との調和に関する地域の懸念が顕

在化していることなども踏まえ、周辺の土地利用状況や自然環境、景観、

防災等に特に配慮するなど、地域と共生する形で立地誘導を図る。 

    なお、森林、原野等、農地、宅地等の相互の土地利用の転換について

は、人口減少下においても一定量が見込まれるが、土地利用の可逆性が

低いことに加え、生態系や健全な水循環、景観等にも影響を与えること

から、土地利用の転換は慎重な配慮の下で計画的に行うことが重要であ

る。 

    一方で、地方創生の観点から、交通利便性の向上等の地域産業の立地

適性の状況変化等を踏まえた、地域の持続性確保につながる産業集積の

促進を図るための土地利用転換など、関連する制度の弾力的な活用や必

要な見直しを通じて、地域の合意形成に基づき、積極的な土地利用の最

適化を推進していく。 
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  (ｲ) 土地本来の災害リスクを踏まえた賢い県土利用・管理 

    土地本来の災害リスクを踏まえた賢い県土利用・管理については、ハ

ード対策とソフト対策を適切に組み合わせた防災・減災対策を実施する

とともに、災害リスクの把握及び周知を図った上で、災害リスクの高い

地域については、土地利用を適切に制限することが重要である。 

    そのため、気候変動に伴う水災害の激甚化・頻発化を踏まえ、集水域

から氾濫域にわたる流域に関わるあらゆる関係者が協働して水災害対策

を行う「流域治水」を推進するとともに、土地本来の災害リスクを基礎

として、地域の様々な要素を衡量した上で、災害ハザードエリアにおけ

る開発抑制と中長期的な視点でより安全な地域へ都市機能や居住を誘導

する。 

    また、農地の良好な管理や「緑の社会資本」である森林の整備保全を

通じて、県土保全や水源かん養等の多面的機能を持続的かつ適切に発揮

するとともに、経済社会上、重要な役割を果たす諸機能の適正な配置や

バックアップの推進により、ライフライン等の多重性・代替性を確保す

る。 

    加えて、被災後、早期に的確な復興まちづくりに着手できるよう、地

域人口の将来予測等を踏まえ、平時から事前防災・事前復興の観点から

の地域づくりを進める。その際、広域的な視点から、県による市町の防

災・減災対策への助言を積極的に行うことも重要である。 

    さらに、宅地、農地、森林等といった土地の用途にかかわらず危険な

盛土等を包括的に規制することにより、盛土等の安全性を確保するなど、

これらの取組を進めることによって安全・安心な県土利用・管理を実現

していく。 

 

  (ｳ) 健全な生態系の確保によりつながる県土利用・管理 

    健全な生態系の確保によりつながる県土利用・管理については、県土

と社会経済活動の基盤となる自然資本の保全・拡大と持続的な活用を図

るため、健全な生態系の保全・再生や広域的な生態系ネットワークの構

築・維持に向けて、分野横断的に多様な主体が連携して取り組むことが

重要である。 

    そこで、国立公園等の保護地域の拡張と管理の強化を図るとともに、

低未利用土地の自然再生地への転換も含め、保護地域以外で生物多様性

保全に資する地域（OECM）の設定・管理を促進することによって、優れ

た自然環境の保全・再生と併せて、森・里・まち・川・海のつながりを

確保した広域的な生態系ネットワークを形成する。 

    その際、自然環境が有する多様な機能を活用するグリーンインフラや
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生態系を活用した防災・減災（Eco-DRR）など NbS（ Nature-based 

Solutions）の考え方に根ざした自然環境が有する多様な機能の活用や

SDGs の取組によって、地域の社会課題解決を図っていくことが重要であ

る。 

    また、地域におけるカーボンニュートラルの実現に向けて、地域共生

型の再エネ導入促進や、バイオマス等の循環利用に努めるとともに、こ

のような資源を生み出す里地里山等の良好な管理と資源の利活用に係る

知恵や技術を継承する。 

    さらに、自然公園などの優れた自然環境等の保全や管理を充実させ、

自然資本の持続的な活用や、地方への移住や二地域居住など地域間の対

流促進や関係人口を拡大することによって、地域活性化や都市と農山漁

村のつながりを強化する。 

    これらに加え、美しい農山漁村、集落やまちなみ、魅力ある都市空間

や水辺空間など、地域の個性ある美しい景観の保全、再生、創出を通じ

た魅力ある地域づくりや、地球温暖化への対応や水環境の改善等の観点

から地下水を含む健全な水循環を維持又は回復するための取組を効率的

かつ効果的に進める。 

    これらの取組と併せて、多様な主体の連携による取組として、地域が

主体となって、地域資源を最大限活用しながら、環境・社会・経済課題

を同時に解決していくローカル SDGs 事業を次々と生み育て続けられる

自立した地域をつくりつつ、自立した地域同士が支え合うネットワーク

を構築する「地域循環共生圏」の形成を促進していくことや、地域管理

構想による最適な県土利用・管理の取組において、自然資本の保全・拡

大にも配慮することにより、地域における生態系サービスの維持・向上

を図ることが重要である。 

 

  (ｴ) 県土利用・管理ＤＸ 

    適正な県土利用・管理を推進するに当たっては、人口、高齢化率、農

地の耕作者、森林関連情報の管理状況、災害リスク、土地利用状況、交

通インフラ整備状況、都市計画情報など、分野横断的な地域の情報を一

元的に把握し、対策を検討していくことが重要である。とりわけ、国土

の管理構想を具体化するに当たっては、粗放的な管理や最小限の管理を

効率的・効果的に実施するための情報が必要となる。 

    そこで、県土の現状を正確に把握した上で、県民に広く共有すること

を基本的な方向とし、自然災害や環境問題への対応、産業・経済の活性

化、豊かな暮らしの実現につながる地理空間情報等のデジタルデータ・

リモートセンシング等のデジタル技術を徹底的に活用するとともに、県

土の状況把握・見える化、まちづくり、農林業等の課題に応じたデジタ
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ル技術の開発、実装を推進することにより県土利用・管理の効率化・高

度化を図る。 

    その際、粗放的な管理や最小限の管理など効率的・効果的な県土管理

を実現するため、各主体が所有データを積極的に公開（オープンデータ

化）することによって利活用を促進するとともに、行政、民間企業、大

学等のデータ利活用者のニーズを反映したデータ連携の仕組みをデータ

プラットフォーム等を活用して整備していくことが重要である。 

 

  (ｵ) 多様な主体の参加と官民連携による県土利用・管理 

    人口減少等の進行に伴う土地利用ニーズの低下等を背景とした所有者

不明土地や管理不全の土地の増加が懸念されるなか、適正な県土利用・

管理を推進するに当たっては、地域の発意と合意形成を基礎として、民

間企業等の多様な主体の参加や官民連携による取組を促進していくこと

が重要である。 

    そこで、多様な主体が連携して地域の課題を解決する協議会等のコー

ディネート機能の確保を図るとともに、相続等により取得した土地を国

庫に帰属させる取組のほか、空き地・空き家バンク等の官民連携の取組

を推進する。 

    また、二地域居住者等を含む関係人口の拡大と地域との関わりの深化

等を通じて、県民一人ひとりが県土に関心を持ち、その管理の一端を担

う県民による「県民参加の県土管理」を進めていくことが引き続き重要

である。 

 

 

（２）地域類型別の県土利用の基本方向 

 

県土の利用に当たっては、各土地利用を個別に捉えるだけでなく、複数の

用途が複合する土地利用を地域類型として捉えた土地利用の検討が重要であ

ることから、代表的な地域類型として、都市、農山漁村及び自然維持地域の

県土利用の基本方向を以下のとおりとする。なお、都市、農山漁村、自然維

持地域は互いに独立して存在するものではなく、相互貢献や連携により相乗

効果を生み出し、空間の質的向上を図ることが重要である。 

 

 ア 都市  

 

都市においては、人口減少下においても必要な都市機能を確保するとと

もに、むしろこの機会を捉えて環境負荷の少ない安全で暮らしやすい都市

の形成を目指すことが重要である。 
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   このため、土地本来の災害リスクを基礎として、地域の様々な要素を衡

量した上で、災害ハザードエリアにおける開発抑制を行い、中長期的な視

点でより安全な地域へ都市機能や居住を誘導するなど、都市機能や居住を

中心部や生活拠点等に集約化するとともに、郊外に無秩序に拡大してきた

市街地も、集約する方向に誘導する。 

   その際、所有者不明土地等の低未利用土地の利用の円滑化や空き家の利

活用により土地利用の効率化を図るとともに、所有者不明土地の管理の適

正化や空き家の発生抑制、適切な管理、除却を進め、周辺地域への悪影響

を防ぐことが重要である。 

   集約化する地域の外側においても、公共サービスのあり方や土地利用等

について地域の状況に応じた対応を行うことにより、地域住民にとっても

メリットを実感できるまちづくりを実現する。 

   さらに、集約化した都市間のネットワークを充実させることによって、

拠点性を有する複数の都市や周辺の農山漁村の相互の機能分担や対流を促

進することを通じ、効率的な土地利用を図る。新たな土地需要がある場合

には、既存の低未利用土地の再利用を優先し、地域社会の持続可能性を高

める地方創生の観点にそぐわない場合は、農地や森林等からの転換は抑制

する。 

   都市防災については、地震や豪雨等に対して脆弱な密集市街地等が依然

として存在することから、諸機能の分散配置、ライフラインの多重性・代

替性の確保等により、災害に強い都市構造・県土構造の形成を図る。また、

被災後、早期に的確な復興まちづくりに着手できるよう、地域人口の将来

予測等を踏まえ、平時から事前防災・事前復興の観点からの地域づくりを

進める。 

   都市、農山漁村、自然維持地域の相互貢献、連携の観点からは、水害被

害の軽減など多様な機能を発揮するグリーンインフラや Eco-DRR として都

市部の緑地を活用するほか、都市内の緑地等を OECM として設定・管理する

ことにより、保護地域と OECM による生態系ネットワークの構築を通じた自

然環境の保全・再生を図る。さらに、健全な水循環の維持又は回復や資源・

エネルギー利用の効率化等により、都市活動による環境への負荷の小さい

都市の形成を図る。 

   また、住宅と農地が混在する地域においては、両者が調和して良好な居

住環境と営農環境の形成を進め、多様な役割を果たす都市農地の保全を図

るなど、計画的かつ適切な土地利用を図る。 

 

 イ 農山漁村  

 

   農山漁村は、生産と生活の場であるだけでなく、豊かな自然環境や美し
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い景観、水源のかん養など都市にとっても重要で様々な機能を有する。こ

のため、農山漁村が県民共有の財産であるという認識の下、農林水産物や

バイオマス等の再エネなど多様な地域資源を観光・旅行や福祉等の他分野

と組み合わせて新たな付加価値等を創出する取組等を通じた雇用促進や所

得向上を図り、健全な地域社会を構築していく。 

   また、急激な人口減少により生活サービス機能等の維持が困難になると

見込まれる中山間地域等の集落地域においては、日常生活に不可欠な施設

や地域活動を行う場を歩いて動ける範囲に集め周辺地域と公共交通等のネ

ットワークでつないだ「小さな拠点」の形成や、複数の集落の機能を補完

して、農用地保全活動や農業を核とした経済活動と併せて、生活支援等の

地域コミュニティの維持に資する取組を行う「農村型地域運営組織（農村

RMO）」の形成を進めることにより、集落機能を集約的に維持・強化し、良

好な県土管理を継続させるとともに、美しい景観を保全・創出する。その

際、地域の発意に基づき、優先的に維持したい農地をはじめとする土地の

明確化や管理方法の転換等による持続可能な土地の利用・管理を進めてい

くことが重要であることから、国土の管理構想に基づく取組や、農用地の

保全等により農山漁村の活性化に向けた取組を計画的に推進する。 

   都市、農山漁村、自然維持地域の相互貢献、連携の観点からは、農山漁

村と都市との機能分担や地方への移住や二地域居住などを含む共生・対流

を促進し、関係人口の創出・拡大や関係の深化を通じて地域の支えとなる

人材の裾野を拡大させていくことに加えて、鳥獣の市街地等への出没対策

や外来種による生態系等への被害防止なども含め、野生生物の重要な生

息・生育環境としても機能している二次的自然環境を適切に維持管理して

いく。 

   また、鳥獣による農作物被害は、営農意欲の減退をもたらし耕作放棄や

離農の要因となることから、デジタル技術を活用した鳥獣被害対策とジビ

エ利活用の取組の拡大を図る。さらに、森林空間を健康・観光・教育など

様々な分野で活用する森林サービス産業等の育成によって山村価値の創造

を図ることが重要である。 

   さらに、里地里山や森林施業地、沿岸の干潟等において、持続的な農林

水産業を通じて生物多様性保全に貢献する取組を推進するとともに、適切

なものについては OECM の設定・管理及び生態系ネットワークの形成を推進

する。 

 

ウ 自然維持地域  

 

   本県には、優れた自然が数多く残されており、豊かな県民生活のための

不可欠の要素となっている。これらの貴重な財産を守り育てながら、次の
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世代に引き継いでいくことは、極めて重要である。 

   このため、赤石山系や小屋山などの自然環境保全地域のように自然環境

が優れた状態を維持している地域、野生生物の重要な生息・生育地、瀬戸

内海国立公園や石鎚国定公園などの自然公園のように優れた自然の風景地

及び自然海浜保全地区のような水際の自然が維持されている海浜など、自

然環境の適切な保全・再生を図るとともに、外来種や鳥獣による生態系へ

の被害の防止や自然環境データの整備等の対策を総合的に進める。 

   とりわけ、30by30目標の達成に向けて、国立公園等の保護地域の拡張と

管理の質の向上、OECM の設定・管理により広域的な生態系のネットワーク

化を促進する。 

   都市、農山漁村、自然維持地域の相互貢献、連携の観点からは、グリー

ンインフラや Eco-DRR など自然環境の有する多様な機能の活用により複合

的な地域課題の解決を図るほか、自然の特性を踏まえつつ自然体験・学習

等の自然とのふれあいの場としての適切な利用、国立公園の魅力向上など

による保護と利用の好循環を図るなど、都市や農山漁村との適切な関係の

構築を通じて、生物多様性に関する取組を社会に浸透させ、自然環境の保

全・再生・活用を進める。 

 

 

（３）利用区分別の県土利用の基本方向 

 

利用区分別の県土利用の基本方向は以下のとおりとする。なお、各利用区

分を個別に捉えるだけでなく、相互の有機的な関連性に十分留意し、地域全

体の利益を実現する最適な県土利用・管理が実現できるよう調整を図ること

が必要である。 

 

 ア 農地  

   農地は宅地への転用や荒廃農地の発生等により減少傾向にあるが、県民

生活を支える食料等の生産基盤であることから、耕地利用率や農地の集積

率等の向上により更なる食料の安全保障の強化を図りつつ、食料の安定供

給に不可欠な優良農地を確保する。また、不断の良好な管理を通じて県土

保全や生物多様性保全等の農業・農村の有する多面的機能の適切な維持・

発揮を図るとともに、環境への負荷の低減に配慮した農業生産の推進を図

る。その際、農業生産の効率を高め、安定した農業の担い手を確保するた

め、農地の大区画化や水田の畑地化・汎用化等の基盤整備や農地中間管理

機構を活用した農地の集積・集約化を推進するとともに、担い手の負担軽

減のため水路等の保全管理といった地域の共同活動を支援する。また、農

業上の利用が行われる区域や保全等を進める区域について、地域の農地の

 



13 

利用・保全等を計画的に進め、農地の適切な利用を確保する。 

   中山間地域等の条件不利地域における荒廃農地の発生防止など、農地の

確保と適正利用の強化を図るとともに、荒廃農地発生等の要因となる鳥獣

による農作物被害への対策を進める。また、農業と他分野の連携による取

組等を通じ、複数の地域で支え合い、地域資源の維持や集落機能を補完す

る体制の構築を図る。市街化区域内農地については、良好な都市環境の形

成及び災害時の防災空間の確保の観点からも、計画的な保全と利用を図る。 

   さらに、デジタルや新技術活用の観点からは、スマート農業の加速化に

よる生産性の向上を図るとともに、食料・農業の生産力向上と持続性の両

立をイノベーションで実現し、持続可能な食料システムを構築する。 

   農地への再エネの導入に当たっては、食料安全保障の観点からも、県内

の農業生産の基盤である優良農地の確保や農村地域の活力の向上に特に配

慮する。 

 

 イ 森林 

   森林については、2050年カーボンニュートラルや生物多様性保全への対

応、国内外の木材の需給動向等を踏まえ、県土の保全、水源かん養、地球

温暖化の防止、木材生産、生物多様性の保全等の多面的機能を有し重要な

役割を果たす森林の整備及び保全を進める。その際、森林境界の明確化、

施業や経営の委託等を含め、森林経営管理制度等に基づき、森林の経営管

理の集積・集約化を進めるとともに、急な傾斜地等の立地条件が悪い森林

等においては、公的な関与による整備及び保全を推進する。さらに、企業

など多様な主体による整備及び保全についても促進する。 

   また、戦後に植林した森林が本格的な利用期を迎えていることから、こ

の機会を捉え、将来にわたり森林がその多面的機能を発揮できるよう、森

林資源の循環利用の確立を図ることとし、主伐後の再造林を推進するとと

もに、花粉症対策として、 スギ花粉等の発生の少ない多様で健全な森林へ

の転換を図る。さらに、都市等において新たな木材需要（非住宅・中高層

建築物、木質バイオマス、改質リグニン等の新素材としての活用など）を

創出することなどにより県産材の利用を促進する。その際、多様な主体の

連携によって、地域一体の林業活動において、デジタル技術をフル活用す

る拠点の創出を通じて林業の生産性向上等を図る。 

   都市及びその周辺の森林については、良好な生活環境を確保するため、

積極的に緑地としての保全及び整備を図るとともに、農山漁村集落周辺の

森林については、地域社会の活性化に加え多様な県民的要請に配慮しつつ、

適正な利用を図る。特に、カーボンニュートラルの実現に向けた都市部の

CO2排出削減等に貢献していくため、森林資源の循環利用を進めるとともに、

森林経営への資金循環が期待される森林由来 J-クレジットを活用したカー
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ボン・オフセットの推進を図る。さらに、石鎚山系や四国カルストを始め

とする原生的な森林生態系や希少な野生生物が生息・生育する森林等につ

いては、その適正な保全を図る。 

   なお、近年増加している太陽光発電設備の設置に係る開発については、

許可基準の適正な運用を通じ、森林の公益的機能を確保する。 

 

 ウ 原野等  

   原野等のうち、湿原、草原など野生生物の生息・生育地等貴重な自然環

境を形成しているものについては、生態系及び景観の維持等の観点から保

全を基本とし、劣化している場合は再生を図る。その他の原野及び採草放

牧地については、地域の自然環境を形成する機能に十分配慮しつつ、適正

な利用を図る。 

 

 エ 水面・河川・水路  

   水面・河川・水路については、地域における安全性向上のための河川等

の整備と適切な管理、より安定した水供給のための水資源開発、水力電源

開発、農業水利施設の整備等に要する用地の確保を図るとともに、予防保

全も含めた施設の適切な維持管理・更新や水面の適正な利用を通じて、既

存用地の持続的な利用を図る。また、自然環境が有する多様な機能を活か

したグリーンインフラや Eco-DRR の取組を推進するため、河川の整備に当

たっては、河川の土砂供給や栄養塩類の循環、水質汚濁負荷など、流域の

特性に応じた健全な水循環の維持又は回復を図る。さらに、自然環境の保

全・再生や生態系ネットワークの形成を促進することにより、生物の生息・

生育・繁殖環境やまちづくりと連携した地域経済の活性化に資する良好な

水辺空間の保全・創出を図る。また、都市における貴重なオープンスペー

ス及び熱環境改善等多様な機能の維持・向上を図る。 

 

 オ 道路  

   道路のうち、一般道路については、地域間の対流を促進するとともに、

災害時における輸送の多重性・代替性を確保し、県土の有効利用及び安全・

安心な生活・生産基盤の整備を進めるため、必要な用地の確保を図る。ま

た、予防保全によるメンテナンスへの早期移行を目指すとともに、施設の

適切な維持管理・更新等を通じた既存用地の持続的な利用を図る。 

   整備に当たっては、道路の安全性、快適性や防災機能の向上に配慮する

とともに、希少な動植物の保全や自然環境への影響を少なくするための工

法を採用するなど環境の保全にも十分配慮する。 

   農道及び林道については、農林業の生産性向上並びに農地及び森林の適

正な管理を図るため、必要な用地の確保を図るとともに、老朽化した施設
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の再編・強靱化等の取組を通じて既存用地の持続的な利用を図る。農道及

び林道の整備に当たっては、自然環境の保全に十分配慮する。 

 

 カ 住宅地  

   住宅地については、人口減少社会に対応した秩序ある市街地形成や豊か

な住生活の実現の観点から、住宅周辺の生活関連施設の整備を計画的に進

めながら、耐震・環境性能を含めた住宅ストックの質の向上を図り、良好

な居住環境を形成する。その際、地域の状況を踏まえつつ、都市の集約化

に向けて居住を中心部や生活拠点等に誘導し、災害リスクの高い地域での

整備を適切に制限する。 

   住宅地の整備に際しては、世帯数が計画期間中に減少に転じると見込ま

れるため、土地利用の高度化、低未利用土地の活用、空き家の活用・除却

を推進し、農地や森林等からの転換は抑制しつつ、必要な用地を確保する。 

   また、太陽光発電設備の設置による再エネの導入拡大に当たっては、周

辺の土地利用状況や自然環境、景観、防災等に特に配慮する。 

 

 キ 工業用地  

   工業用地については、グローバル化や情報化の進展等に伴う工場の立地

動向、産業・物流インフラの整備状況及び地域産業活性化の動向等を踏ま

え、環境の保全等に配慮しつつ、県内における企業立地促進の方針等を踏

まえた必要な用地の確保を図る。 

   また、工場移転や業種転換等に伴って生ずる工場跡地については、土壌

汚染調査や対策を講じるとともに、良好な都市環境の整備等のため、有効

利用を図る。さらに、工場内の緑地、水域やビオトープ等が希少な植物や

水生生物等の生育・生息環境となっている場合もあるため、その保全に配

慮するとともに、企業等による自主的な取組を促進させる仕組みを検討す

る。 

 

 ク その他の宅地  

   その他の宅地については、市街地の再開発等による土地利用の高度化、

都市の集約化に向けた諸施設の中心部や生活拠点等への集約、災害リスク

の高い地域への立地抑制及び良好な環境の形成に配慮しつつ、事務所・店

舗用地について、経済のソフト化・サービス化の進展等に対応して、必要

な用地の確保を図る。また、大規模集客施設の立地については、都市構造

への広域的な影響や地域の景観との調和等を踏まえ、郊外への無秩序な拡

大を抑制しつつ、地域の判断を反映した適正な立地を確保する。公共施設

については、建替え等の機会を捉え、地域の災害リスクに十分配慮しつつ、

中心部等での立地を促進させることにより、災害時の機能を確保するとと
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もに、より安全な地域への市街地の集約化を促進させる。なお、公共施設

への太陽光発電設備の設置による再エネの導入拡大を図る際には、地域と

の共生に配慮しつつ、新築における太陽光発電設備を最大限設置する。 

 

 ケ その他（公用・公共用施設の用地・低未利用土地等）  

   以上のほか、文教施設、公園緑地、交通施設、環境衛生施設及び厚生福

祉施設等の公用・公共用施設の用地については、太陽光発電設備の設置に

よる再エネの導入拡大を図る際には、県民生活上の重要性とニーズの多様

化を踏まえ、地域との共生や環境の保全に配慮して、必要な用地の確保を

図る。また、施設の整備に当たっては、耐災性の確保と災害時における施

設の活用に配慮するとともに、施設の拡散を防ぐ観点から空き家・空き店

舗等の活用やまちなか立地に配慮する。 

   低未利用土地のうち、工場跡地など、都市の低未利用土地は、居住用地

や事業用地等として適切に再利用を図るほか、公共用施設用地や避難地等

の防災用地、自然再生のためのオープンスペース等、居住環境の向上や地

域の活性化に資する観点から積極的な活用を図る。 

   荒廃農地は、再生可能なものについては所有者等による適切な管理に加

え、多様な主体の直接的・間接的な参加の促進等により、農地としての活

用を積極的に図る。一方で、様々な政策努力を払ってもなお再生困難な荒

廃農地については、それぞれの地域の状況に応じて森林等新たな生産の場

としての活用や、工業用地としての利用、自然環境の再生など、農地以外

への転換を推進する。 

   また、ゴルフ場やスキー場等の比較的大規模な跡地は、森林への転換を

進めるほか、周辺の自然環境や景観等への影響や災害リスク、地形等へ配

慮しつつ、有効利用を図る。その際、近隣地域住民の生活環境と調和する

よう、用途や撤退時の対応等を含め地域の状況に応じた計画的かつ適切な

土地利用を図る。 

 

 コ 沿岸域  

   沿岸域については、漁業、海上交通、レクリエーション等各種利用への

多様な期待があることから、自然的・地域的特性及び経済的・社会的動向

を踏まえ、海域と陸域との一体性に配慮しつつ、長期的視点に立った総合

的利用を図る。この場合、環境の保全と県民に開放された親水空間として

の適正な利用や津波・高潮等の災害リスクに配慮する。 

   また、沿岸域は、陸域と海域の相互作用により特有の生態系を有してお

り、CO2吸収源としても期待される藻場等のブルーカーボン生態系など、沿

岸域の有する生物多様性の確保を図るとともに良好な景観を保全・再生・

創出する。あわせて漂着ごみ対策、汚濁負荷対策を図り、また漂流・海底
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ごみ対策の推進を図るよう努めるとともに、県土の保全と安全性の向上に

資するため、海岸の保全を進める。 

   さらに、自然海浜保全地区のような自然の状態が維持されている海浜等

については、瀬戸内海及び宇和海の貴重な財産として、将来にわたってそ

の保全を図るとともに、海水浴、潮干狩等による自然との触れ合いの場と

しての適正な利用の促進を図る。 

   なお、埋立てについては、瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和48年法律

第110号）等の趣旨に沿って、干潟や藻場の保全その他環境の保全に十分配

慮するものとする。 
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 ２ 県土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標及びその 

地域別の概要 

 

（１）県土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標 

 

ア 計画の基準年次は令和２年とし、目標年次は、令和12年とする。 

 

イ 県土の利用に関して基礎的な前提となる人口と一般世帯数については、

令和12年において、それぞれおよそ120万４千人、およそ56万世帯になるも

のと想定する。 

   （注）人口は、「愛媛県人口問題総合戦略推進会議」（令和4年9月）資料、世

帯数は、国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計（都道

府県別推計）」（2019年推計）資料による。 

 

ウ 県土の利用区分は、農地、森林、宅地等の地目別区分とする。 

 

エ 県土の利用区分ごとの規模の目標については、将来人口や各種計画等を

前提とし、利用区分別の現況と変化についての調査に基づき、利用区分別

に必要な土地面積を予測し、土地利用の実態との調整を行い、定めるもの

とする。 

 

オ 県土の利用の基本構想に基づく令和12年の利用区分ごとの規模の目標は、

表１のとおりである。これらの数値については、今後の経済社会の不確定

さ等にかんがみ、弾力的に理解されるべき性格のものである。 
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表１ 県土の利用区分ごとの規模の目標 

 

 

（単位：ha,%） 

年  次 

利用区分 
令和２年 令和 12 年 

構 成 比 
増減率 

令和２年 令和 12 年 

農   地 47,100 46,780 8.3 8.2 99.3 

森  林 400,950 400,830 70.6 70.6 100.0 

原 野 等 1,440 1,440 0.3 0.3 100.0 

水 面 ･ 河 川 ･ 水 路 10,960 11,030 1.9 1.9 100.6 

道  路 22,320 23,110 3.9 4.1 103.5 

宅  地 25,750 26,490 4.5 4.7 102.9 

 住  宅  地 15,700 16,300 2.8 2.9 103.8 

 工 業 用 地 2,530 2,670 0.4 0.5 105.5 

 そ の 他 の 宅 地 7,520 7,520 1.3 1.3 100.0 

そ  の  他 59,100 58,060 10.4 10.2 98.2 

合     計 567,620 567,740 100.0 100.0 100.0 

注１ 令和２年の地目別区分は、都市計画課調べによる。 

２ 道路は、一般道路並びに農道及び林道である。 

３ 構成比は、四捨五入により内訳が一致しない場合がある。 
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（２）地域別の概要 

 

ア 地域別の利用区分ごとの規模の目標を定めるに当たっては、土地、水、

自然等の県土資源の有限性を踏まえ、地域の個性や多様性を活かしつつ、

必要な基礎条件を整備し、県土全体の調和ある有効利用とともに環境の保

全が図られるよう、適切に対処しなければならない。 

 

 イ 地域の区分は、自然的、社会的、経済的及び文化的条件を勘案して、表

２の３圏域とする。 

 

 

表２ 地域の区分 

 

地域の区分 圏 域 市 町  

東予地域 今治市、新居浜市、西条市、四国中央市、上島町 

中予地域 松山市、伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町 

南予地域 
宇和島市、八幡浜市、大洲市、西予市、内子町、伊方町、松野町、鬼北町、

愛南町 

 

 ウ 計画の目標年次、基準年次、県土の利用区分及び利用区分ごとの規模の

目標を定める方法は、（１）に準じるものとする。 
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 エ 地域別の概要 

 

  （ア）東予地域 

人口は、中予圏域に次ぐが、中山間地域や島しょ部における過疎化の

進行等により、令和 12 年においては、およそ 41 万４千人になると想定

する。 

    この圏域は、四国の中央部に位置し、四国８の字ネットワークの結節

点を有し、瀬戸内しまなみ海道を通じて本州への玄関口であると同時に、

東予港や三島川之江港など４つの重要港湾を擁する陸海の交通の要衝と

なっている。また、臨海部を中心に、都市ごとに特徴のある工業が集積

し、四国最大のものづくり産業の集積地となっている。 

    都市地域においては、東西にわたり 10 万人前後の都市が隣接している

ことから、幹線道路や公共交通機関の整備など広域交通ネットワークの

充実に取り組み、都市間の交流・連携、機能分担を促進することで、効

率的な土地利用を図る。また、グローバル化・情報化の進展等に伴う産

業の構造変化を踏まえ、既存の機能を維持・活用しつつ、製造業を始め

とした多様な都市機能がコンパクトに集積し、かつ、大規模災害から早

期の復旧復興が可能な災害に強いまちづくりを推進し、良好な市街地の

計画的な形成と再生を図る。 

    農山漁村においては、果樹、水稲、野菜、養鶏など自然的条件を活か

した多様な農林水産業が展開されており、区画の大きい水田基盤整備ほ

場や傾斜が緩やかな果樹園地など、スマート農業に適した農地の有効利

用に取り組むほか、対策が必要と判定された防災重点ため池の改修等を

推進する。 

    森林については、豊かな森林資源を活かし、バイオマスの利用や中高

層建築物等への木材利用などを促進するとともに、水源涵養機能や山地

災害防止機能等の公益的機能を高めるため計画的な森林整備を行い、そ

の多面的機能が高度に発揮されるよう、災害に強い森づくりに取り組む。 

    石鎚国定公園や赤石山系自然環境保全地域などの山間部、瀬戸内しま

なみ海道周辺の島しょ部など、優れた自然や貴重な動植物が生息・生育

する自然環境を保全すべき地域については、適正な保全と併せて、その

魅力を活かし、エコツーリズムなど自然とのふれあいの場としての利用

を図る。 

    この圏域は、地域ごとに特色のある産業集積と高度な技術力を活かし

たものづくり産業と魅力ある自然等を核として地域の発展を支える活力

を創造する圏域の形成を目指した計画的な土地利用に努める。 
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表３－１ 県土の利用区分ごとの規模の目標（東予地域） 

 

 

（単位：ha,％） 

年  次 

利用区分 
令和２年 令和 12 年 

構 成 比 
増減率 

令和２年 令和 12 年 

農   地 13,230 13,140 8.2 8.1 99.3 

森  林 109,170 109,150 67.6 67.5 100.0 

原 野 等 150 150 0.1 0.1 100.0 

水 面 ･ 河 川 ･ 水 路 3,980 4,030 2.5 2.5 101.3 

道  路 6,480 6,650 4.0 4.1 102.6 

宅  地 11,640 11,990 7.2 7.4 103.0 

 住  宅  地 6,520 6,770 4.0 4.2 103.8 

 工 業 用 地 1,800 1,900 1.1 1.2 105.6 

 そ の 他 の 宅 地 3,320 3,320 2.1 2.1 100.0 

そ  の  他 16,890 16,550 10.5 10.2 98.0 

合     計 161,540 161,660 100.0 100.0 100.1 

注１ 令和２年の地目別区分は、都市計画課調べによる。 

２ 道路は、一般道路並びに農道及び林道である。 

３ 構成比は、四捨五入により内訳が一致しない場合がある。 

 



23 

  （イ）中予地域 

    これまで県庁所在地である松山市を中心に人口集中が進み、本県の４

割強の人口を擁するに至ったが、山間部や島しょ部では過疎化・高齢化

が進行しており、令和 12 年において、およそ 60 万人になると想定する。 

    都市地域においては、行政、商業機能に加え、医療、教育、文化、スポーツ

等の施設が松山市を中心に集積しており、これらの都市機能を十分に発揮させ

るため、人口減少や超高齢化社会への対応など様々な課題の解決に向けた、都

市機能の集約による持続可能な都市経営や、激甚化する災害に対応したまちづ

くりが求められている。 

    このため、住居系、商業系、工業系等多様な機能を自然的土地利用と

の調整を図りつつ適正に配置し、住居機能・商業機能などの高次都市機

能や超高齢化社会に対応できる生活支援機能の集約により、生活拠点と

一体となった連携中枢都市圏の形成を図るほか、大規模な災害から市街

地を守るため早期の復旧復興が可能な災害に強いまちづくりを推進する。 

    農山村については、平野部や山麓・島しょ部では、温暖な気候を活か

した柑橘類、野菜、花き等の栽培が盛んで、優良農地を保全しつつ、都

市近郊型農業としての土地利用の高度化を図るとともに、防災重点ため

池の老朽化・耐震化対策を促進するなど災害に強く生産性の高い基盤づ

くりを進める。 

    山間部においては、木材生産等の経済的機能を増進するため、森林資

源を活用しバイオマスの利用等を促進するとともに、水源涵養機能や山

地災害防止機能等の公益的機能を高めるため計画的な森林整備を行い、

災害に強い森づくりを推進するほか、農山村景観の維持、形成を図る。 

    また、過疎化・高齢化が著しく進行している山間部、島しょ部におい

ては、集落機能を維持し、生産・生活基盤を確保するため、社会資本の

整備を促進し、都市との交流を推進する。 

    石鎚山や面河渓谷等の豊かな自然環境の保全を図るべき森林について

は、その適正な維持・管理を図るとともに、グリーンツーリズム等の体

験・交流型のレクリエーションゾーンの形成を促進する。 

    この圏域は、都市機能全般の高度化、安定化を基本に、県内外から集

まる人・モノ・情報を活用し他地域を牽引する多機能圏域の形成を目標

とした計画的な土地利用に努める。 
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表３－２ 県土の利用区分ごとの規模の目標(中予地域) 

 

 

（単位： ha,％） 

年  次 

利用区分 
令和２年 令和 12 年 

構 成 比 
増減率 

令和２年 令和 12 年 

農   地 12,230 12,150 7.9 7.9 99.3 

森  林 105,970 105,930 68.8 68.8 100.0 

原 野 等 630 630 0.4 0.4 100.0 

水 面 ･ 河 川 ･ 水 路 3,080 3,090 2.0 2.0 100.3 

道  路 6,000 6,300 3.9 4.1 105.0 

宅  地 8,580 8,820 5.6 5.7 102.8 

 住  宅  地 5,580 5,790 3.6 3.8 103.8 

 工 業 用 地 610 640 0.4 0.4 104.9 

 そ の 他 の 宅 地 2,390 2,390 1.6 1.6 100.0 

そ  の  他 17,590 17,160 11.4 11.1 97.6 

合     計 154,080 154,080 100.0 100.0 100.0 

注１ 令和２年の地目別区分は、都市計画課調べによる。 

２ 道路は、一般道路並びに農道及び林道である。 

３ 構成比は、四捨五入により内訳が一致しない場合がある。 
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  （ウ）南予地域 

    人口の減少とともに他の圏域を上回る著しい少子・高齢化が進展して

おり、令和 12 年における人口は、およそ 19 万人となると想定する。 

    圏域の総面積は県土面積の約半分を占め、柑橘産地として全国的にも

知られ自然条件に恵まれた樹園地や、宇和海の良好な漁場のほか、県土

の７割を占める豊富な森林資源の約半分をこの圏域で占めるなど、本県

農林水産業を支える豊かな生産基盤が存在している。 

    しかし、平成 30 年７月豪雨災害により甚大な被害を受けた農林業生産

基盤の早期の復旧・復興が急務となっている。 

    また、まとまった平地が少なく、その大半を山地が占める典型的な中

山間地域であるため、河口や入江、河川流域に市街地や集落が密集して

おり、河川・海岸の治水・高潮対策や、近い将来発生が懸念される南海

トラフ地震による津波等への対策が求められる。 

    都市地域においては、土地の有効利用の観点から、良好な自然的環境

の維持保全に留意しつつ、都市拠点等のある一定の区域に居住や都市機

能の立地を誘導する集約型都市構造の構築によってコンパクトなまちづ

くりに取り組むとともに、早期の復旧・復興が可能となる災害に強いま

ちづくりを推進し、都市機能を維持・集積した秩序ある良好な土地利用

を図る。 

    農山漁村においては、経営規模の拡大や農地集積のため、ほ場整備や

農道、かんがい施設等の生産基盤の整備を推進し、優良農地を確保する

とともに、担い手への農用地の集積を図る。また、農地の減少のみなら

ず農業者の生産意欲の低下要因ともなる耕作放棄地の発生防止や鳥獣被

害対策等に努めるとともに、平成 30 年７月豪雨災害により甚大な被害を

受けた柑橘園地を災害に強い園地へ再編整備を進める。 

    森林については、木材生産等の経済的機能及び水源涵養機能や山地災

害防止機能等の公益的機能を高めるため、コストの低減や集約化・団地

化、生産性や安全性の向上に取り組むとともに、計画的な林道等の路網

整備等の森林整備を行うなど災害に強い森づくりを目指し、林業振興を

促進する。 

    なかでも大野ヶ原のブナの原生林に代表される源流域の天然林など原

生的な森林や貴重な動植物が生息・生育する森林など自然環境の保全を

図るべき森林については、その適正な維持・管理を図る。 

    また、南楽園等の都市公園を活かしながら、日本一長い佐田岬半島、

宇和海のリアス海岸、四万十川上流域及び篠山等の山岳地帯を広域的に

組み合わせた滞在・体験型の広域観光ルートの形成を促進する。 

    なお、この地域は、沿岸部や河川流域に市街地や集落が密集している

ことから、肱川を始めとする河川整備などの治水対策、土砂災害防止対
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策の推進に取り組むとともに、伊方原子力発電所が立地していることか

ら避難経路としての道路や港湾の整備、さらには南海トラフ地震等の大

規模災害の発生に備え、緊急輸送道路として活用できる地域高規格道路

の整備や高速道路の更なる延伸、地震・津波や高潮に備えた港湾や河川

管理施設、海岸保全施設等の基盤整備を推進する。 

    この圏域は、農林業的土地利用を含む自然的土地利用の適正な保全と

耕作放棄地等の適切な利用を図ることを基本として、豊かな自然の恵み

と穏やかで情緒あふれる癒し空間が人を惹きつける交流促進圏域の形成

を目指した計画的な土地利用に努める。 
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表３－３ 県土の利用区分ごとの規模の目標(南予地域) 

 

 

（単位： ha,％） 

年  次 

利用区分 
令和２年 令和 12 年 

構 成 比 
増減率 

令和２年 令和 12 年 

農   地 21,640 21,490 8.6 8.5 99.3 

森  林 185,810 185,750 73.7 73.7 100.0 

原 野 等 660 660 0.3 0.3 100.0 

水 面 ･ 河 川 ･ 水 路 3,900 3,910 1.5 1.6 100.3 

道  路 9,840 10,160 3.9 4.0 103.3 

宅  地 5,530 5,680 2.2 2.3 102.7 

 住  宅  地 3,600 3,740 1.4 1.5 103.9 

 工 業 用 地 120 130 0.0 0.1 108.3 

 そ の 他 の 宅 地 1,810 1,810 0.7 0.7 100.0 

そ  の  他 24,620 24,350 9.8 9.7 98.9 

合     計 252,000 252,000 100.0 100.0 100.0 

注１ 令和２年の地目別区分は、都市計画課調べによる。 

２ 道路は、一般道路並びに農道及び林道である。 

３ 構成比は、四捨五入により内訳が一致しない場合がある。 
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 ３ ２に掲げる事項を達成するために必要な措置の概要 

 

県土の利用は、本計画に基づき、公共の福祉を優先させるとともに、地域を

とりまく自然や社会、経済、文化的条件等を踏まえて総合的かつ計画的に進め

る必要がある。このため、土地の所有者は、良好な土地管理と有効な土地利用

に努めるとともに、県及び市町は、各種の規制措置、誘導措置等を通じた総合

的な対策を実施する。 

 なお、本計画は、国、県、市町等の公的主体に加え、地域住民や民間企業、

NPO、学術研究者等の多様な主体の活動により実現される。以下に掲げる措置は、

それら多様な主体の参加と、各主体間の適切な役割分担に基づき実施されるも

のである。 

 

（１）土地利用関連法制等の適切な運用  

 

国土利用計画法及びこれに関連する土地利用関係法の適切な運用並びに、

愛媛県計画及び市町計画など、土地利用に関する計画による土地利用の計画

的な調整を通じ、適正な土地利用の確保と県土資源の適切な管理を図る。特

に、土地利用基本計画においては、県は地域が主体となった土地利用を推進

するため基礎自治体である市町の意向を十分に踏まえるとともに、土地利用

の影響の広域性を踏まえた市町など、関係機関相互間の適切な調整を図るこ

とにより、土地利用の総合調整を積極的に行う。 

 

（２）土地の有効利用・転換の適正化  

 

 ア 市街地における所有者不明土地等の低未利用土地及び空き家等を含む既

存住宅ストック等の有効利用を図る。特に、空き家等については、立地や

管理状況の良好な空き家については、多様な利活用を推進する一方、所有

者等による適切な管理の促進、空き家の発生抑制、除却等を推進する。ま

た、所有者不明土地については、その発生予防と利用の円滑化を促進する

とともに、周辺の地域における災害等の発生防止に向けた管理の適正化を

進める。 

 

 イ 道路については、公共・公益施設の共同溝への収容や無電柱化、既存道

路空間の再配分等により、道路空間の有効利用を図るとともに、道路緑化

等の推進による、良好な道路景観の形成を図る。 

 

 ウ 工業用地については、高度情報通信インフラ、研究開発インフラ、産業・

物流インフラ等の戦略的かつ総合的な整備を促進することにより、グロー
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バル化への対応や産業の高付加価値化等を図るとともに、質の高い低コス

トの工業用地の整備を計画的に進める。その際、地域社会との調和及び公

害防止の充実を図る。また、既存の工業団地のうち未分譲のものや工場跡

地等の有効利用を促進する。 

 

 エ 土地利用の転換を図る場合には、その転換の不可逆性及び影響の大きさ

に十分留意した上で、人口及び産業の動向、周辺の土地利用の状況、社会

資本の整備状況その他の自然的・社会的条件等を勘案して適正に行うこと

とする。また、転換途上であっても、これらの条件の変化を勘案する必要

があるときは、速やかに計画の見直し等の適切な措置を講ずる。特に、人

口減少下にも関わらず農地や森林等から宅地等への転換が依然として続い

ている一方、都市の低未利用土地や空き家等が増加していることにかんが

み、これらの有効活用等を通じて、農地や森林等からの転換を抑制する。

また、水害被害の軽減など多様な機能を発揮するグリーンインフラや

Eco-DRR として都市部の緑地を保全・活用するなど、安全・安心の観点か

ら、農地や森林等の有効利用を促進する。 

 

 オ 大規模な土地利用の転換については、その影響が広範に及ぶため、周辺

地域も含めて事前に十分な調査を行い、県土の保全、安全性の確保、環境

の保全等に配慮しつつ、適正な土地利用を図る。また、地域住民の意向等

地域の状況を踏まえるとともに、市町の基本構想など地域づくりの総合的

な計画、公共用施設の整備や公共サービスの供給計画等との整合を図る。 

 

 カ 農地等と宅地等が無秩序に混在する地域又は混在が予測される地域にお

いては、必要な土地利用のまとまりを確保することなどにより、農地や宅

地等相互の土地利用の調和を図る。また、土地利用規制の観点からみて無

秩序な施設立地等の問題が生じている地域において、土地利用関連制度の

的確な運用等を通じ、地域の環境を保全しつつ地域の状況に応じた総合的

かつ計画的な土地利用を図る。 

 

 キ 地方創生の観点から、交通利便性の向上等の地域産業の立地適性の状況

変化等を踏まえた、地域の持続性確保につながる産業集積の促進を図るた

めの土地利用転換など、関連する制度の弾力的な活用や必要な見直しを通

じて、地域の合意形成に基づき、積極的な土地利用の最適化を推進する。 

 

（３）県土の保全と安全性の確保  

 

 ア 県土の保全と安全性の確保のため、自然災害への対応として、流域内の
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土地利用との調和、生態系の有する多様な機能の活用等にも配慮した治水

施設や砂防関係施設等の整備を通じ、より安全な県土利用への誘導を図る

とともに、県土保全施設の整備と維持管理を推進する。また、より安全な

地域への居住等の誘導に向け、災害リスクの高い地域の把握、公表を積極

的に行うとともに、土地本来の災害リスクや地域の状況等を踏まえつつ、

災害リスクの低い地域への立地による誘導や、関係法令に基づいた土地利

用制限を行う規制区域の指定を促進する。加えて、主体的な避難を促進す

る観点から、ハザードマップの作成、配布や防災教育の体系的な実施、避

難訓練等を推進する。さらに、渇水等に備えるためにも、水の効率的な利

用と有効利用、水インフラ（河川管理施設、水力発電施設、農業水利施設、

工業用水道施設、水道施設、下水道施設等）の適切かつ戦略的な維持管理・

更新や安定した水資源の確保のための総合的な対策を推進する。 

 

 イ 県土保全と安全性の確保に向け、森林の有する多面的機能の維持・向上

を適切に図るため、適切な保育、間伐等の森林整備を推進するとともに、

山地災害の発生の危険性が高い地区の的確な把握に努め、保安林の適切な

配備及び保全管理を行う。 

 

 ウ 中枢管理機能やライフライン等の安全性を高めるため、代替機能や各種

データ等のバックアップ体制の整備等を推進するとともに、基幹的交通、

エネルギー供給拠点、電力供給ネットワーク、通信ネットワーク及び上下

水道等の多重性・代替性の確保を図る。 

 

 エ 都市における安全性を高めるため、市街地等において、津波による甚大

な被害が想定される地域における拠点市街地等の整備、公園・街路等の活

用による避難地・避難路の整備、住宅・建築物の耐震化、災害時の業務継

続に必要なエネルギーの自立化・多重化、及び道路における無電柱化等の

防災・減災対策を推進する。 

 

（４）自然環境の保全・再生・活用と生物多様性の確保  

 

 ア 高い価値を有する原生的な自然については、公有地化や厳格な行為規制

や保全活動等により厳正な保全を図る。野生生物の生息・生育、自然景観、

希少性等の観点からみて優れている自然については、行為規制や保全活動

等により適正な保全を図る。二次的自然については、適切な農林水産業、

民間・NPO 等による保全活動の促進や生物多様性の保全が図られている区

域の認定等を通じて自然環境の維持・形成を図る。自然が劣化・減少した

地域については、自然の再生・創出により質的向上や量的確保を図る。 
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 イ 県土には希少種等を含む様々な野生生物が生息・生育していることも踏

まえ、原生的な自然環境だけでなく、農地、荒廃農地等においても希少種

等の野生生物に配慮した土地利用を推進するとともに、工場緑地等におい

て企業等により生物多様性の保全が図られている区域の認定等の運用・改

善を検討する。 

 

 ウ 森・里・まち・川・海のつながりを確保した広域的な生態系ネットワー

クの形成のため、流域レベルや地域レベルなど空間的なまとまりやつなが

りに着目した生態系の保全・再生を進める。また、生物多様性に関する新

たな知見やフィールド検証等を踏まえて、人口減少に伴い利用されなくな

った土地等についても自然再生等により活用する。これらを含めた県、市

町など様々な空間レベルにおける生態系ネットワークの形成に関する計画

を段階的・有機的に形づくることにより、広域的な生態系ネットワークの

形成へつなげる。 

 

 エ 自然環境及び生物多様性に関しては、気候変動による影響を念頭に保全

を進めるため、生態系や種の分布等の変化の状況をより的確に把握するた

めのモニタリングや、県民の生命や生活の基盤となる生物多様性及び生態

系サービスへの影響を把握するための調査・研究を推進する。 

 

 オ 水害被害の軽減など多様な機能を発揮するグリーンインフラや Eco-DRR

として都市部の緑地を活用するなど、広域的な生態系ネットワークの形成

に貢献する自然生態系を積極的に活用した防災・減災対策を推進する。 

 

 カ 国立公園等の優れた自然の風景地や地域固有の自然生態系、自然に根ざ

した地域の文化は、観光資源として極めて高い価値を有している。このた

め、国立公園等における上質なツーリズムにより国内外の誘客を促進し地

域活性化を図ることで、自然環境の保全へ再投資される保護と利用の好循

環を実現する。とりわけ、自然資源を活かしたエコツーリズムの推進に加

え、環境に配慮して生産された産品、地域の自然により育まれた伝統、文

化等の活用により、観光をはじめとした地域価値の向上を図る。 

 

 キ 鳥獣による被害防止のため、鳥獣の保護・管理を行う人材育成等を推進

する。また、侵略的外来種の定着、拡大を防ぐため、防除等の戦略の検討

を進めつつ、完全排除を基本として、防除手法等の開発やその他防除に必

要な調査研究を行う。 
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 ク 地域におけるカーボンニュートラルの実現のため、地域共生型の太陽

光・バイオマス等の再エネの面的導入、都市における緑地・水面等の効率

的な配置など環境負荷の小さな土地利用を図る。また、地域のくらし、ま

ちづくり、交通、インフラ、農林水産業におけるグリーン化の取組や、森

林資源の循環利用に向けた取組を進める。 

 

 ケ 県民の健康の保護及び生活環境の保全のため、大気汚染、水質汚濁、土

壌汚染、騒音、悪臭等に対して引き続き対策を行う。住宅地周辺において

は、工場・事業所等からの騒音、悪臭等による県民の生活環境への影響に

配慮した計画及び操業とすることを推進する。特に、閉鎖性水域に流入す

る流域において、水質保全に資するよう、生活排水や工場・事業場排水等

の点源負荷及び市街地、農地等からの面源負荷の削減対策や適切な栄養塩

類濃度を維持する管理など、総合的な水質改善対策を推進し、健全な水循

環の維持又は回復を図る。 

 

 コ 循環型社会の形成に向け、廃棄物等の発生抑制（リデュース）、再使用

（リユース）、再生利用（リサイクル）を一層進めるなど、持続可能な資

源利用を推進する。また、発生した廃棄物の適正な処理を行うための広域

的・総合的なシステムを形成するため、環境の保全に十分配慮しつつ、必

要な用地の確保を図る。さらに、廃棄物の不法投棄等の不適正処理の防止

と適切かつ迅速な原状回復に努める。 

 

 サ 海岸の保全を図るため、海岸侵食対策や下流への土砂供給など山地から

海岸までの一貫した総合的な土砂管理の取組の推進等を通じて、土砂の移

動等により形成される美しい山河や白砂青松の海岸の保全・再生を図る。

土砂採取に当たっては、環境・景観保全や経済社会活動等に配慮しつつ適

切に行う。 

 

 シ 美しく魅力あるまちなみ景観や水辺空間の保全・再生・創出、地域の歴

史や文化に根ざし自然環境と調和した良好な景観の維持・形成を図る。ま

た、歴史的風土の保存を図るため開発行為等の規制を行う。 

 

（５）持続可能な県土管理  

 

 ア 都市の集約化に向け、地域の状況に応じ、行政、医療・介護、福祉、商

業等の都市機能や居住の都市中心部や生活拠点等への誘導等を推進する。

また、高齢者等の移動手段が確保されたまちづくりを進めるとともに、地

域の関係者の連携・協働を通じて、利便性・持続可能性・生産性の高い地
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域公共交通ネットワークを構築する。さらに、郊外住宅地や周辺集落を含

む日常生活を営む身近なエリアにも、必要な機能が確保された地域生活拠

点の形成を推進する。 

 

 イ 食料の安定供給に不可欠な優良農地を確保するとともに県土保全等の多

面的機能を適切に発揮させるため、農業の担い手の育成・確保と営農等の

効率化に向けて農地の大区画化や水田の畑地化・汎用化等の農業生産基盤

の整備や農地中間管理機構を活用した農地の集積・集約化を推進する。ま

た、担い手の負担軽減のため水路等の保全管理といった地域の共同活動を

支援する。利用度の低い農地については、農地のリース方式による企業の

農業参入や、不作付地の解消、裏作作付の積極的拡大等、有効利用を図る

ために必要な措置を講ずる。さらに、農業の雇用創出、所得向上を図るた

め、農業、畜産、林業を含めた複合経営のほか、６次産業化、農泊、ジビ

エ利活用、農福連携等の多様な地域資源を他分野と組み合わせて活用する

「農山漁村発イノベーション」の取組を推進する。 

 

 ウ 森林の有する多面的機能の持続的かつ適切な発揮のため、鳥獣被害対策、

路網整備、森林境界の明確化等も進めながら、林業に適している人工林に

おいては、再造林、間伐等の森林整備を推進するとともに、その他の森林

については、自然条件等に応じて針広混交林化等を図る等、森林資源の適

正な利用・管理を進める。 

 

 エ 健全な水循環の維持又は回復のため、関係者の連携による流域の総合的

かつ一体的な管理、貯留・かん養機能の維持及び向上、安定した水供給・

排水の確保、持続可能な地下水の保全と利用の促進、地球温暖化等の気候

変動への対応、水環境の改善等の施策を総合的かつ一体的に進める。 

 

（６）多様な主体による県土利用・管理の推進  

 

 ア 人口減少下における地域課題の解決に向けて、目指すべき将来像を見据

えた上で、優先的に維持したい農地をはじめとする土地を明確化し、粗放

的な管理や最小限の管理の導入などの管理方法の転換等を図る国土の管理

構想に基づく市町管理構想や、地域住民の発意と合意形成を基礎とする地

域管理構想の取組を推進する。 

   その際、隣接する市町間の市町管理構想の調整に当たっての支援や、市

町、地域における管理の話し合い等のための人材や知見を提供することな

ど、市町、地域で管理の取組を進めるに当たって必要な支援に努める。 
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 イ 県土の適切な管理に向けて、所有者等による適切な管理、国や県、市町

による公的な役割に加え、地域住民、企業、NPO、行政、他地域の住民など

多様な主体が、森林づくり活動、河川・湖沼環境の保全活動、農地の保全

管理活動等に参画するほか、地元農産品や地域材製品の購入、緑化活動に

対する寄付等、様々な方法により県土の適切な管理に参画する「県民参加

の県土管理」の取組を推進する。 

 

（７）県土に関する調査の推進  

 

  県土の科学的かつ総合的な把握を一層充実するため、国土調査、法人土地・

建物基本調査及び自然環境保全基礎調査等県土に関する基礎的な調査を推進

するとともに、その総合的な利用を図る。特に、地籍整備の実施による土地

境界の明確化は、事前防災や被災後の復旧・復興の迅速化をはじめとして、

土地取引、民間開発・県土基盤整備の円滑化等に大きく貢献し、極めて重要

な取組である。 

  また、希少種をはじめとする生物の分布情報は、健全な生態系の確保によ

りつながる県土利用・管理の促進において重要な情報であるため、様々な主

体による調査結果を集約することなどにより、分布情報等の整備を図る。さ

らに、県民による県土への理解を促し、計画の総合性及び実効性を高めるた

め、調査結果の普及及び啓発を図る。 

 

（８）計画の効果的な推進  

 

愛媛県計画の推進等に当たっては、各種の指標等を活用し、県土利用・管

理をとりまく状況や変化及びこれらの分析を通じて計画推進上の課題を把握

し、必要に応じて計画がその目的を達するよう効果的な施策を講じる。 

 

 


